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事前出荷制限区域で基準値を超えた玄米について

平成２４年１１月１日

水 田 畑 作 課

事前出荷制限区域である福島市旧平田村で生産された24年産米で、基準値を超える放射

性セシウムが検出された。

なお、事前出荷制限区域では、予め「出荷制限区域において産出された平成24年産米に

関する福島県管理計画」を作成し、全ての稲の作付面積や米の生産量を確認するとともに、

全量全袋検査を実施することで、出荷ができることとなっている。

したがって、基準値を超過した米袋のみを隔離・処分し、基準値以下の米袋は出荷する

ことができる。

１ 検査結果

検査区分 検査実施数 検 査 結 果

全量全袋検査 ８３袋※ スクリーニングレベル超 ８３袋

ゲルマニウム半 ８３検体 基準値超過 ６検体

導体検出器での 放射性セシウム濃度（１１０Bq/kg）

詳細検査

※ １０月３０日に実施した当該農家の検査実施数

２ 当該農家の生産状況

（１）作付面積： ９２ａ（コシヒカリ）

（２）収 穫 量：１４０袋（30kg）

３ 今後の対応

（１）基準値を超過した米袋は、福島市が隔離・処分する。

（２）全量全袋検査で基準値以下であることが確認された米袋については、出荷していく。

（３）今後、当該ほ場で基準値を超えた玄米が発生した原因について、究明していく。

（４）今後とも、県産米の安全性を確保するため、県内全域で全量全袋検査を実施してい

く。
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